
さいたま市介護予防・日常生活支援総合事業の実施に関する要綱 

（趣旨） 

第１条 この告示は、市が実施する介護保険法（平成９年法律第１２３

号。以下「法」という。）第１１５条の４５第１項に規定する介護予

防・日常生活支援総合事業（以下「総合事業」という。）の実施に関

し、法、介護保険法施行令（平成１０年政令第４１２号。以下「政令

」という。）及び介護保険法施行規則（平成１１年厚生省令第３６号。

以下「省令」という。）に定めるもののほか、必要な事項を定めるも

のとする。 

（内容） 

第２条 市長は、総合事業のうち、次に掲げる事業を行うものとする。 

 法第１１５条の４５第１項第１号に規定する事業（以下「第１号

事業」という。）のうち次に掲げる事業 

  ア 法第１１５条の４５第１項第１号イに規定する第１号訪問事業

（以下「第１号訪問事業」という。）として次に掲げる事業 

（ア） 介護予防訪問介護サービス 

（イ） 家事支援型訪問サービス 

  イ 法第１１５条の４５第１項第１号ロに規定する第１号通所事業

（以下「第１号通所事業」という。）として次に掲げる事業 

（ア） 介護予防通所介護サービス 

（イ） 交流型通所サービス 

（ウ） 運動型通所サービス 

ウ 法第１１５条の４５第１項第１号ハに規定する第１号生活支援

事業（以下「第１号生活支援事業」という。） 

エ 法第１１５条の４５第１項第１号ニに規定する第１号介護予防

支援事業（以下「第１号介護予防支援事業」という。） 

 法第１１５条の４５第１項第２号に規定する事業（以下「一般介

護予防事業」という。）のうち次に掲げる事業 

ア 介護予防把握事業 



イ 介護予防普及啓発事業

ウ 地域介護予防活動支援事業 

エ 一般介護予防事業評価事業 

オ 地域リハビリテーション活動支援事業 

 第１号訪問事業及び第１号通所事業の利用に係る利用者負担の家

計に与える影響を考慮した事業として、次に掲げる事業 

  ア 高額介護予防サービス費に相当する事業 

  イ 高額医療合算介護予防サービス費に相当する事業 

（実施方法） 

第３条 第２条第１号ア及びイの事業は、要支援認定を受けた被保険者

のうち居宅において支援を受けるもの（以下「居宅要支援被保険者」

という。）及び省令第１４０条の６２の４第２号に規定する第１号被

保険者（以下「事業対象者」という。）が、市長が指定する者（地域

における医療及び介護の総合的な確保を推進するための関係法律の整

備等に関する法律（平成２６年法律第８３号。以下「医療介護総合確

保推進法」という。）附則第１３条の規定により第１号訪問事業に係

る指定事業者の指定を受けたものとみなされた者を含む。以下「指定

事業者」という。）の当該指定に係る第一号事業を行う事業所により

行われる当該第１号事業を利用した場合において、当該居宅要支援被

保険者及び事業対象者（以下「居宅要支援被保険者等」という。）に

対し、当該第１号事業に要した費用について、第１号事業支給費を支

給することにより実施する。

３ 第２条第１号ウ並びに同条第２号及び第３号の事業の実施方法は、

別に定める。 

４ 第２条第１号エの事業は、委託により実施するものとする。 

（指定の有効期間） 

第４条 省令第１４０条の６３の７の規定により市が定める期間は６年

とする。 

（第１号事業に要する費用の額の算定に関する基準） 



第５条 第１号事業に要する費用の額の算定に関する基準は、別に定め

るものとする。 

（第１号事業に係る支給費の支給限度基準額） 

第６条 要介護認定等に係る介護認定審査会による審査及び判定の基準

等に関する省令（平成１１年厚生省令第５８号。以下「認定省令」と

いう。）第２条第１項第１号に掲げる区分である者に係る第１号事業

（第２条第１号ウ及びエを除く。以下、この条において同じ。）に係

る支給費の支給限度基準額は、居宅介護サービス費等区分支給限度基

準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額（平成１２年厚生

省告示第３３号）第２号イに規定する単位数でサービスを受けること

ができる額とする。 

２ 認定省令第２条第１項第２号に掲げる区分である者に係る第１号事

業に係る支給費の支給限度基準額は、居宅介護サービス費等区支給限

度基準額及び介護予防サービス費等区分支給限度基準額第２号ロに規

定する単位数でサービスを受けることができる額とする。 

３ 事業対象者に係る第１号事業に係る支給費の支給限度基準額は、居

宅介護サービス費等区分支給限度基準額及び介護予防サービス費等区

分支給限度基準額第２号イに規定する単位数でサービスを受けること

ができる額とする。 

４ 居宅要支援被保険者が第１号事業並びに介護予防サービス及び地域

密着型介護予防サービスを併用するときは、第１号事業並びに介護予

防サービス及び地域密着型介護予防サービスの利用単位数の合計が、

第１項又は第２項の支給限度基準額を超えることができない。 

（第１号訪問事業及び第１号通所事業の支給費の割合） 

第７条 省令第１４０条の６３の２第１項第３号イの規定により市が定

める割合は１００分の９０とする。 

２ 前項の場合において、第１号訪問事業又は第１号通所事業の利用者

が法第９第１項に規定する被保険者又は法第１３条第１項に規定する

住所地特例対象被保険者であって、法第５９条の２に規定する政令で



定めるところにより算定した所得の額が同条に規定する政令で定める

額以上である場合にあっては、前項の規定中「１００分の９０」とあ

るのは、「１００分の８０」とする。 

（第１号介護予防支援事業の支給費の割合） 

第８条 省令第１４０条の６３の２第１項３号ロの規定により市が定め

る割合は、１００分の１００とする。 

（第１号事業支給費に係る審査及び支払） 

第９条 市長は、第１号事業支給に係る審査及び支払に関する事務につ

いて、法第１１５条の４５の３第６項の規定により埼玉県国民健康保

険団体連合会に委託して行うものとする。 

 （基本チェックリストの実施等） 

第１０条 第１号事業を受けようとする者は、各区役所又は地域包括支

援センターにおいて、介護保険法施行規則第１４０条の６２の４第２

号の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準（平成２７年厚生労働省

告示第１９７号）様式第１（以下「基本チェックリスト」という。）

の質問項目の回答（以下「基本チェックリストの実施」という。）を

し、当該基本チェックリストを市長に提出するものとする。 

（第１号介護予防支援事業の届出） 

第１１条 第１号介護予防支援事業を受けようとする居宅要支援被保険

者等は、介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書（別記様式）

に被保険者証を添付して市長に届出なければならない。 

２ 前項の規定にかかわらず、省令第９５条の２第１項の規定に基づく、

届出をした居宅要支援被保険者は、介護予防ケアマネジメント依頼（

変更）届出書の届出を省略することができる。 

３ 居宅要支援被保険者が第１項の届出を行ったときは、市長は次に掲

げる事項を当該居宅要支援被保険者の被保険者証に記載して返付する

ものとする。 

 第１号介護予防支援事業を行う地域包括支援センターの名称 

 届出のあった日付 



４ 事業対象者が第１項の届出を行ったときは、市長は次に掲げる事項

を当該事業対象者の被保険者証に記載して返付するものとする。 

 事業対象者である旨 

 基本チェックリスト実施日 

 第１号介護予防支援事業を行う地域包括支援センターの名称 

 届出のあった日付 

（第１号事業に係る利用開始日） 

第１２条 事業対象者は、基本チェックリスト実施日から第１号事業を

利用することができる。 

２ 法第４１条に規定する要介護認定を受けた被保険者又は法第５３条

に規定する要支援認定を受けた被保険者は、認定有効期間の満了日の

６０日前に基本チェックリストの実施をした場合は、認定有効期間の

満了日の翌日から第１号事業を利用することができる。 

（文書の提出等） 

第１３条 市長は、法第１１５条の４５の３第２項に規定する第１号事

業支給費に関して必要があると認めるときは、当該第１号事業支給費

を受ける者又は当該第１号事業支給費に係る第１号事業を担当する者

若しくは担当であった者に対し、文書その他の物件の提出若しくは提

示を求め、若しくは依頼し、又は市の職員に質問若しくは照会をさせ

ることができる。 

（委任） 

第１４条 この告示に定めるもののほか、総合事業の実施に関し必要な

事項は、市長が別に定める。 

附 則 

（施行期日） 

１ この告示は、平成２９年４月１日から施行する。 

（準備行為） 

２ 第１号事業の実施に関し、必要な手続きその他の行為は、この告示

の施行の日前においても、この告示の規定の例により実施することが



できる。



別記様式 

介護予防ケアマネジメント依頼（変更）届出書

 年  月  日

（宛先）さいたま市長

次のとおり、届出します。

フリガナ  被保険者番号 

被保険者氏名 個人番号 

生年月日              年  月  日 性 別 男  ・  女 

住所 

電話番号 （    ） 

介護予防ケアマネジメントを依頼（変更）する地域包括支援センター

事 業 者 名 称

事 業 所 名 称 事業所番号

事業所所在地

電話番号 （    ）

介護予防ケアマネジメントを受託する居宅介護支援事業者

（居宅介護支援事業者が介護予防ケアマンジメントを受託する場合のみ記入）

事 業 者 名 称

事 業 所 名 称 事業所番号

事業所所在地

電話番号 （    ）

地域包括支援センター又は居宅介護支援事業所を変更する場合の理由等（事業所を変更する場合のみ記入）

変更年月日 年    月    日

届

出

者

□ 被保険者 □ 代理人

氏  名

（事業所名）

事業所番号

被保険者 との関 係

住 所

（所在地）

生年月日 年  月  日 電話番号 （    ）

注


